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【機密性2】

京都家庭裁判所の令和6年度における裁判官の配置、開廷の日割、裁判事務の分

配及び代理順序並びに司法行政事務の代理順序を次のとおり定める。

令和5年12月15日

京都家庭裁判所

第1条（裁判官の配置等）

京都家庭裁判所の裁判官の配置は、別表1、事務の分配及び開廷日割は、別表

2のとおりとするほか、次条以下に定めるところによる。

第2条（本庁の家事事件の配付）

本庁の家事に関する事件（第4条に規定するものを除く。 ）は、家事部におい

て定めるところにより、配付する。

第3条（本庁の少年事件の配付）

本庁の少年に関する事件（次条に規定するものを除く。 ）は、少年部において

定めるところにより、配付する。

第4条（令状等の事務等の処理）

令状等の事務、観護措置決定及びその更新に対する各異議申立事件の処理につ

いては、本庁に所属する裁判官の協議により別途定める。

第5条（事件の回付）

本庁又は支部で取り扱うべき事件のうち、 これを処理することが相当でないと

きは、 申出により、裁判事務調整委員会において、 これを本庁又は他の支部に回

付することができる。ただし、次の場合は、同委員会の手続を要しない。

1 関連事件について関係各裁判官が協議の上、回付する場合

2 管轄区域の定めに反して提起され、 申し立てられ、又は送致された事件に

ついて、当該事件を本来審理すべき庁に回付する場合

3 少年事件について

(1)本庁及び舞鶴支部のいずれにも管轄を有する事件を回付する場合
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(別表1）

裁判官の配置

家事部

裁判官

裁判官

裁判官

裁判官

裁判官

裁判官

裁判官

少年部

裁判官

裁判官

裁判官

1

中村

吉岡

三宅

藪

宮崎

小林

道垣内

昭 子

真
康
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弘
司
子
絢
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崇

桃
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森木田 邦
幸
優

裕
大中田

浜 子

園部支部

裁判官泉

宮津支部

裁判官藤

舞鶴支部

裁判官村

福知山支部

裁判官坂

3

有 美

4

圭 祐田

5

奈佳井

6

智本
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【令和6年度事務の分配表及び開廷日割】【機密性2】

(別表2）

(本庁）

､苛庁で椅理継続していた後兄津･雁件の符理財箙のりI継ぎのために元後兄人淳が腿法897条の2第1項に基づき申し立てた机続財産符理人選任ｳ『件及びこれに間述する柵1

1通の111立諜で申し､rてられた場合、塀件数が数件であっても、 1件として分配する、

現にl係に係屈中の‐般調停判'1:に関連する蠕姻脅用分担』脈件が後に申し立てられた場合はl係に分配する。

※1

※ど

※3

－4－

家Qド部

係
lii独係

1係 2係 3係 4係 5係 6係 7係 8係 ’ 9係
合議係

開廷n割（ 19法廷：旧l廷咄11） 〃・木 火・水・金 随時

森木111 州榊 ミ'セ康弘 007岡貞一 薮 崇‘fl 中村昭r・ 通堀内!E大 小林絢 浜優r 寓崎桃子
11'村昭f、 ‘Ii岡真。、 三宅康弘、m‘I唯大、鞍
幾司、浜優子、宮崎桃子、小林絢、道城内正大

審判‘､件 別炎蕊一『祁件

別炎流2事件

①

②

③

④

③

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

①

②

成年後見関係1f件、任愈後見関係事件及び未成年
後見i闘係事件

元後見人竿が利群側係人として申し弦てる民法8

97条の2鋪1項の相続財産楴理関係lI;件【※
11

相
産
斑財産管理間係輔件（②を除く）及び不ｲI渚財
謬R関係祁件

後
の
市

a関係耶件（①）及び乢法897条の2卵1噸

H続財巌箭理（②）に関連する特別代理人選任
＊

特別代理人選任Y‘件（④を除く）

児哉柵祉法関係艸卜、親権喪失、親椛停止及び待
理権礎失並びにその審判取消1f件、規権及び管理
権の昨任及び回復肝可4f件【※2】

遺詩罫検認『榊件

相続放棄の叩述受理関係'師件

即ロ審判（fの氏の変史） 1F''1：

'二記以外の別表飾一率件

適雁分割関係噸｛'1：

①以外の別投第鳶，僻件

調停蛎件 別炎第：蛎件

･般調停1F件

①

②

①

②

遺産分割関係事件

①以外の別炎第較冊件

遺制分侵詳額諭永'『件

①以外の一般調停1F件

家‘佛維事件 審判前の保全処分、墹行勧緤、随行命令、間接強制節

家布比助1f件

人斗f訴訟巾件及びこれに関巡する禍蒋賠償納求鱗訟（ア）

(ア）を本案とする保全命令'ﾘ件、保全拠鍍刺'1:及び像全取澗，卿I：

諭求災難弾斫訟.『件、人｡併読松雑珊件

差展しylf件

再群事件

2/20 8/20 8/20 2/20

l/2 1/2

1/3 2/3

1/2 1/2 一

2/2

l/3 2/3

ー 2/4 2/4

1/2 l/2

ー 5/5

2/4 2/4

3/10 2/10 一 2/10 3/10

【※3】 4/10 3/10 3/10

3/10 2／10 2/10 3/10

【※3】 4/10 3/10 3/10 一

3/10 2/10 2/10 3/10 一

1/5 2/5 1/5 1/5 ー ー

本業1f件の担当係に分配する

一 1/2 l/2

2/5 一 3/5

一 2/5 、 3/5

2/5 3/5

その1f件徹別ごとに本表による分配に繰り入れて各係に分配する‐

その講求の対鮫となる覗件を処理した係に分配する。

1 家'1両f件に関す-る放定合議'1F件（金部）
2 人'1；訴訟に関す-る殿定合議1F件（全部）
3 少年部の殿判宵、職仙に対する除斥、
忌避及びI可避申(fに関する.1列'1:(全部）
4園部支部の家市.ド件にI削寸．ろ殻定合議
‘IF件（全部）
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支部 裁判官 開廷日割等 事 務 分 自。

園部 泉 有美
月 （ただし、第1、 3
5週） ・火・水・金

当該支部に係属する事件

全部
ただし、次の事件はいずれも本庁で取り扱う。

1 園部支部の家事に関する事件で合議体で裁判することが相当である事件
2 同支部の裁判官、職員及び参与員に対する除斥、忌避及び回避申立に関する事件
3 同支部の家庭裁判所調査官、家事調停委員に対する除斥申立に関する事件
4 同支部の裁判官が担当した裁判に対する準抗告事件

宮津 藤田圭祐 月・火・水・金 当該支部に係属する事件

全部

ただし、次の事件はいずれも舞鶴支部で取り扱う。

1 宮津支部の家事に関する事件で合議体で裁判することが相当である事件
2 同支部の裁判官、職員及び参与員に対する除斥、忌避及び回避申立に関する事件
3 同支部の家庭裁判所調査官、家事調停委員に対する除斥申立に関する事件
4 同支部の裁判官が担当した裁判に対する準抗告事件

舞鶴

合議部

(裁判長・支部長）

村井佳奈

坂本 智

(てん補）

藤田圭祐
(てん補）

(本庁からてん補）

単独係

村井佳奈

随時

月・火・水・木・金

1 当該支部に係属する合議事件

2宮津支部及び福知山支部の家事事件で合議体
で裁判することが相当である事件

3宮津支部及び福知山支部の裁判官、職員及び
参与員に対する除斥、忌避及び回避申立に関す
る事件並びに家庭裁判所調査官、家事調停委員
に対する除斥申立に関する事件

4宮津支部及び福知山支部の裁判官が担当した
裁判に対する準抗告事件

合議事件以外の当該支部に係属する事件

全部

ただし、少年法第17条の2に定める事件は本庁で取り扱う。

全部 ‘

全部

、

全部

全部

福知山 坂本 智 月・水・木・金 当該支部に係属する事件

全部

ただし、次の事件はいずれも舞鶴支部で取り扱う。
1 福知山支部の家事に関する事件で合議体で裁判することが相当である事件
2 同支部の裁判官、職員及び参与員に対する除斥、忌避及び回避申立に関する事件
3 同支部の家庭裁判所調査官、家事調停委員に対する除斥申立に関する事件
4 同支部の裁判官が担当した裁判に対する準抗告事件
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.(別表3）

裁判事務の代理順序（本庁単独係）

－7－

差し支えのある係 代 理 順 序

家事部1係

、

係
係
５
９
部
部
事
事
家
家

係
係
４
８
部
部
事
事
家
家

係
係
３
７
部
部
事
事
家
家

係
係
２
６
部
部
事
事
家
家

の順
■ の

家事部2係

、

家事部3係、家事部4係、家事部5係、家事部6係

家事部7係、家事部8係、家事部9係の順

家事部3係

、

家事部4係、家事部5係、家事部6係、家事部7係

家事部2係、家事部8係、家事部9係の順

家事部4係

、

家事部5係、家事部6係、家事部7係、家事部2係

家事部3係、家事部8係、家事部9係の順

家事部5係

、

家事部6係、家事部7係、家事部2係、家事部3係

家事部4係、家事部8係、家事部9係の順

家事部6係

、

家事部7係、家事部2係、家事部3係、家事部4係

家事部5係、家事部8係、家事部9係の順

家事部7係

、

家事部2係、家事部3係、家事部4係、家事部5係

家事部6係、家事部8係、家事部9係の順

家事部8係

、

家事部3係、家事部4係、家事部5係、家事部6係

家事部7係、家事部9係、家事部2係の順

家事部9係

、

家事部2係、家事部3係、家事部4係、家事部5係

家事部6係、家事部7係、家事部8係の順
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(別表4）

裁判事務の代理順序（支部）

－9－

差し支えのある支部 代 理 順 序

園部支部 所長が指名する本庁、宮津支部、舞鶴支部又は福知山

支部の裁判官

宮津支部 舞鶴支部の裁判官､福知山支部の裁判官の順

福知山支部の裁判官にも差し支えがあるときは、所長

が指名する本庁又は園部支部の裁判官

舞鶴支部 宮津支部の裁判官、福知山支部の裁判官の順

福知山支部の裁判官にも差し支えがあるときは、所長

が指名する本庁又は園部支部の裁判官

福知山支部 宮津支部の裁判官、舞鶴支部の裁判官の順

舞鶴支部の裁判官にも差し支えがあるときは、所長が

指名する本庁又は園部支部の裁判官
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(別表5）

司法行政事務の代理順序
1

、

I

(所長の代理順序）

中村’昭子

田中幸大

第1順位
｡

第2順位

裁判官

裁判官

ノ

I

』

！

1

へ

、

I

一

《

』

q ｰ

I

〉
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